
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 

 

 

委託第２９号 

 

学校給食センターボイラー等保守点検業務委託 

 

 

 

仕様書 

 

 

おいらせ町 中平下長根山 地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいらせ町 

 

 



本仕様書は、おいらせ町（以下「発注者」という。）が発注する下記の業務に関

して、受注者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。 

 

 

１ 業 務 名 学校給食センターボイラー等保守点検業務委託 

 

２ 履行期限 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

※長期継続契約 ３年  

 

３ 施行場所 おいらせ町立学校給食センター（おいらせ町中平下長根山1-20） 

         

４ 業務内容 

１）ボイラー点検業務（年１回／毎年１２月～１月） 

① 燃料装置 

    ・燃料送給装置の点検      

    ・バーナーの汚れ又は損傷 

    ・ストレーナーの詰まり又は損傷   

    ・煙道の漏れ、その他の損傷及び通風圧の異常 

② 自動制御装置 

    ・軌道及び停止の装置の機能の異常 

    ・火災検出装置の点検 

    ・燃料装置の点検 

    ・水位調節装置の点検 

    ・圧力調節装置の点検 

    ・電気配線、回路の点検 

③ 附属装置及び附属品 

    ・給水装置の点検 

    ・給水装置の作業の状態 

    ・蒸気管及びこれに付属する弁の損傷 

    ・保温の状態 

    ・水処理装置の点検 

    ・消耗品の交換（消耗品は別途購入） 

④ 運転 

    ・運転状態の確認及び燃焼チェック 
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２）ボイラー点検調査（年２回／毎年７月～８月、毎年３月） 

① 軟水装置確認 

② 薬注ポンプ動作確認 

③ 各ストレーナー清掃 

④ 異常履歴調査 

⑤ 連続ブロー動作点検 

⑥ 給水ポンプ能力検査 

⑦ 運転動作確認 

⑧ Ｓナビゲーション点検 

 

≪ボイラー≫ 

型   式：油炊き簡易貫流ボイラー ３連結 

換算蒸発量：７５０㎏／ｈ 

製   品：EQRH-750KM（㈱日本サーモエナー） 

 

３）貯湯タンク分解・点検・清掃業務 （年１回／毎年１月） 

① 分解・点検・清掃 

② ﾊﾟｯｷﾝ、消耗品（ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄ仕様） 

③ 組立復旧、試運転調整 

④ 安全弁点検整備 

⑤ 性能検査への立ち合い 

 

≪貯湯タンク≫ 

型  式：立形 SUS444 

容  量：7,700ℓ（1,800Φ×2,500Ｈ） 

加熱能力：537kw 

最高使用圧力：0.49MPa 

熱  源：893 ㎏／h（蒸気 0.2MPa） 

 

４）作業については、調理業務の無い（学校が春休み、夏休み、冬休み）期間

を想定。 

 

５）その他保守業務 

  上記業務の他に、日常運転において発生した不調や不具合に対応し、必 

  要に応じて、修繕見積や助言を行うこと。 
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５ 提出書類 

提出書類 提出時期 

１）業務主任担当者届（経歴、資格を記載） 定めた後速やかに 

２）業務計画書及び業務工程表 契約締結後 14 日以内 

３）着手届 業務着手時 

４）打合簿 業務変更又は確認が必要な都度 

５）業務報告書 実施月の翌月 5 日までに 

６）完了届 業務完了後速やかに 

７）請求書 完了後  

業務報告書を提出の都度 

 

６ 代金の支払い 

業務完了の都度、受注者からの請求により、支払うものとする。 

 

７ その他 

１）受注者は業務の実施にあたり、関係法令等を遵守しなければならない。 

２）受注者は、業務上知り得た機密及び個人情報について、他に漏らしてはなら

ない。委託業務終了後も同様とする。 

３）長期継続契約 

ア）この契約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に規定

する長期継続契約であるため、発注者はこの契約を締結した会計年度の翌年

度以降において、歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削

減された場合には、この契約を変更又は解除することができる。 

（１）ア）の場合において、この契約を変更又は解除しようとするときは、速

やかに受注者に通知するものとする。 

（２）ア）の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注者

に損害が生じたときは、発注者は受注者に対して損害賠償の責を負う。こ

の場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。 

イ） 業務期間中は、基本的に最低賃金及び社会保険料等（以下「最低賃金等」

という。）の変動による変更契約は要しないものとする。ただし、最低賃金等

が大きく変動したことにより、最低賃金等の確保が困難となる場合は、発注

者と受注者が協議により変更契約できるものとする。 

４）本仕様書に定めのない事項で疑義等が生じた場合は、発注者と受注者で協議

のうえ決定するものとする。また、業務に関する協議等については、打合簿

により行うものとする。 
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